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１ 計画の基本施策 

基本目標１ 未来を担うこどもたちを切れ目なく支援 

こども・若者が権利の主体として活躍するための仕組みづくり 

現状と課題 

◆ こども・子育て支援ニーズ調査の結果では「すべての子どもは同じように１人の人間であり人権

を持っている」では「とてもそう思う」との回答が 82.7％となっています。また「子どもは自分

に関することについて自由に意見を言うことができ、大人はそれを尊重する必要がある」では

「とてもそう思う」との回答が 53.1％となっています。こども・若者が権利の主体として認めら

れて生活できるように、子育て当事者、教育・保育に携わる者を始めとするおとなに対して、よ

り一層の周知・共有を図ることが重要です。 

◆ 若者・少子化対策意識調査の結果において、自己肯定感（自分のことを好きか）について「好き」

「だいたい好き」との回答は 64.0％、自己効力感（自分は周囲の人に役立っているか）について

「そう思う」と「どちらかといえば、そう思う」との回答は 69.9％となっています。 

◆ こどもや若者が、家庭や学校、地域等において、意見を形成し、意見を言い合える機会や、その

意見が尊重される機会を持つことができるよう、意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成が必

要です。 

施策の方向性 

①こどもの権利擁護の推進 

⚫ 全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための情報提供

や啓発を行うとともに、自らが権利の主体であることを広く周知します。また、保護者や職員な

どこども・若者に携わるおとなへも同様な取組を推進します。 

②多様な遊び体験や活躍できる機会づくり 

⚫ 地域の特性や課題、個人のニーズに応じた学習機会を提供し、こどもから保護者まで幅広く地域

社会への参加、参画を推進します。 

⚫ こどもたちの目標や将来の夢を広げる様々な体験を提供します。 

⚫ 市内の小中高生が地域課題の解決やまちづくりに積極的に参画できる活躍の場を創出し、郷土へ

の愛着心を醸成します。 

⚫ こどもたちと市内留学生等との交流事業等を通して、国際感覚を養う活動を支援します。 

⚫ こどもたちが主体的に地域活動へ参加できるよう、広くボランティア情報を提供します。 

  

ライフステージ全般 

施策１ 
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③こども・若者の意見表明の確保 

⚫ こども・若者に関わる施策について、審議会・協議会などの委員へのこども・若者の登用や、小

学生・中学生・高校生段階の児童生徒を対象としたアンケートなど、こども・若者から意見を聴

く機会を確保し、施策に反映する取組を推進します。 

⚫ 貧困、虐待、いじめ、不登校を始め、ヤングケアラー1、社会的養護2の下で暮らすこどもなど、

困難な状況にあって声を聴かれにくいこども・若者については、安心して意見を表明できるよう、

十分な配慮と工夫に努めます。 

 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

こどもの権利の啓発 

促進事業 

こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行います。ま

た、イベントなどのあらゆる機会を通じて、こどもの権利の啓発活動を行います。 

人権教育推進事業 
リーフレット作成・配布等による啓発を行うとともに、学校や地域における人権教育及

び啓発活動に取り組みます。 

地域子育て創生事業 こどもたちの可能性や夢を広げるため、体験や見学などの機会を提供します。 

多文化共生推進事業 
多文化共生社会の実現に向けて、外国人市民を対象とした日本語教室の開催や、外国人

市民と地域住民の交流の場の創出支援等に取り組みます。 

RUN LEARN たかはし 
地域で開催される様々なイベント等の情報を集約して、中・高校生に提供することによ

り、中・高校生が主体的に地域と関わり、地域で活動することを支援します。 

サポートプラン作成の 

推進 

要保護児童・要支援児童などの願いや希望を聴き取り、サポートプランに反映させま

す。 

学童保育におけるこども

の意見の反映 

学童保育において、こども会議の開催やこどもの意見を反映したイベントを開催しま

す。 

  

 

1 ヤングケアラー・・・家族の介護その他日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者を指します。令和６年に

子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が支援に努めるべき対象に、ヤングケアラーが明記されました。 

 
2 社会的養護・・・保護者がいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、児童養護施設や里親制度等の公的責任で

社会的に養育し、保護するとともに養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。 
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特別な配慮を要するこども・家庭への支援 

◆ 現状と課題 

◆ こどもの貧困は、経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面など様々な面において、こど

ものその後の人生に影響を及ぼしており、貧困の連鎖を断ち切るための対策を進める必要がありま

す。 

◆ 障害児が将来自立して社会生活を送れるよう、障害の早期発見、早期療育の迅速な対応とともに、成

長のあらゆる段階において、一人一人の特性等に応じた多様な教育及び継続的な支援が求められて

います。 

◆ 全国的な傾向と同様に、本市における虐待を受けた児童数は増加しています。こどもの最善の利益

を優先し、健やかな成長を支えることができるよう、虐待の予防、早期発見・早期対応、自立支援まで、

関係機関が一丸となって切れ目のない支援をすることが必要です。 

◆ 虐待・ヤングケアラー等の問題は、あらゆる家庭が無縁ではないという認識の下、当事者やその家族

も視野に入れた適切なケアが必要なことから、養育に課題のある家族に対する支援ニーズの早期発

見・体制整備が求められています。 

施策の方向性 

①こどもの貧困対策 

⚫ 家庭環境や住んでいる地域に左右されず、学校に通うこどもの学力が保障されるよう、落ち着いた

環境の中で、基礎学力の確実な定着を図る指導に努めます。 

⚫ 経済的な理由により高等学校などの入学が困難な家庭に対し、入学に係る経済的支援を行います。 

⚫ 保護者の自立支援のための相談事業の充実や保育等の確保に努めるとともに、こどもの生活支援や

就労支援等に関係機関が連携しながら取り組みます。 

②障害児・医療的ケア児への支援 

⚫ 児童発達支援センターを中核として、地域の医療・保健・福祉・子育て・教育等に係る課題について、

関係者が連携して支援する等、重層的な地域支援体制の構築に取り組みます。そして、各種手当や制

度の情報が、対象となる世帯に確実に届くよう、引き続き周知を図ります。 

⚫ 障害の有無にかかわらず、安心してともに暮らすことができる地域づくりを進めるため、保育園等に

おけるインクルージョン1を推進します。 

  

 

1 インクルージョン・・・社会において多様な人材が尊重されながら共存していくという意味の言葉です。直訳すると「包括」「包摂」

「受容」という意味で、持続可能な開発目標（SDGs）の理念である「誰一人取り残さない」とも通じる考え方です。教育分野におけ

るインクルージョンは、主に障害を持つこどもに対するインクルーシブ教育の分野で使われています。インクルーシブ教育とは、障

害のある人もない人も共に学ぶ仕組みのことで、人間の多様性を尊重し、障害者が精神的・肉体的な能力を可能な範囲で最大限発揮

して自由な社会へ参加できることを目的としています。 

 

ライフステージ全般 

施策２ 
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③悩みを抱えるこども・若者への相談・支援体制の充実 

⚫ こども家庭センターでは、こどもとその家庭及び妊産婦を対象に、実情の把握、こども等に関する相

談全般から、より専門的な相談や調査・訪問により、総合的かつ継続的に支援します。 

⚫ 青少年育成センターでは、いじめや問題行動等への対応や不登校解消への支援に取り組みます。 

⚫ 発達障害を含む障害児の多様なニーズに対応するための相談体制の充実と支援機関の周知を図り

ます。 

⚫ 支援を必要とするこどもに対する取組である「スクラム作戦」を更に充実し、発育・発達の確認や健康

の障害となる要因の早期発見や、早期対応に努めます。 

⚫ 社会生活や日常生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者に対し、相談窓口の周知を図ると

とともに、関係機関との連携による相談・支援を行います。 

④虐待防止とヤングケアラーへの支援 

⚫ こども家庭センターが、保育園・学校などや支援の担い手である民間団体を含め、子どもを守る地域

ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）等と一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化

します。 

⚫ こども家庭センターによる相談窓口や相談体制の充実を図ります。また、こどもの人権を守る仕組み

を周知徹底し、こどもの権利が尊重される地域づくりを進めます。 

⚫ 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者（ヤングケアラ

ー）への支援に向けては、学校を始め、福祉、介護、医療等に係る関係機関が情報共有や連携を図り、

早期発見・早期把握を行うことで必要な支援につなげるとともに、年齢によって支援が途切れること

のないよう、子どもを守る地域ネットワークと県こども・若者支援調整機関との連携を強化します。 

⚫ 保護者の疾病や育児疲れ等により一時的にこどもを養育することが困難になった場合に、こどもを

預かるショートステイ事業を実施します。 

⑤社会的養護施設等の周知 

⚫ 児童養護施設や里親制度等への理解を深めるための広報や、虐待を受けたこども、障害児等特別な

支援が必要なこども、ＤＶ被害の母子等への対応に努めます。 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

高等学校等入学支援金支

給事業 

高等学校等へ進学を予定している準要保護世帯（生活保護世帯除く）にある経済的に困難な

世帯に対し、入学時に必要な物品購入に係る経費等を支給します。 

生活困窮者自立支援事業 
経済的に困窮し、最低限度の生活が維持できなくなるおそれがある方に対し、自立相談支援

事業、家計改善支援事業及び住居確保給付金等による支援を行います。 

障害児療育支援事業 

障害児福祉支援の拠点である「児童発達支援センター」を中核として、障害の早期発見から

早期治療・早期療育が適切に行われるよう、地域の医療・保健・障害福祉・教育等の関係者と

連携して相談・支援体制の充実を図ります。 

医療的ケア児に対するコ

ーディネーターの配置 

地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を

調整するコーディネーターを配置します。 

保育所等訪問支援事業 
障害のあるこどもが通う保育園等に訪問し、こどもや職員に対して、保育園等における集団

生活の適応のための専門的な支援を行います。 

ペアレントトレーニング 
保護者がこどもの行動を観察して特徴を理解することや、こどもの特徴をふまえたほめ方

やしかり方等を学ぶことにより、こどもの問題行動を減少させるトレーニングを実施します。 

児童発達支援事業 
障害のある未就学児に対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団

生活への適応のための訓練等を行います。 

放課後等デイサービス 

学齢期の障害のあるこどもに対して、放課後や夏休み等の長期休業期間中に生活能力向上

のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等

の居場所を提供します。 

自立支援協議会児童部会 

関係機関が連携して、本市で暮らす障害のあるこどもとその家族がいつまでも地域でいき

いきと暮らしていくための社会資源の整備や環境づくり、課題の解決等について協議し、活

動します。 

こども家庭センター運営

事業 

地域の関係機関と連携し、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行います。ま

た、こども家庭センターが中核となりネットワークの調整を行います。 

青少年育成センター 
青少年の健全育成を目的として、学校、地域等と連絡を密にし、補導・見守り活動を実施しま

す。 

スクラム作戦（要支援児

連携支援体制） 

支援を要するこどもの成長について、保護者を含めた保健師、保育士、学校、療育機関、行

政機関がスクラムを組んで、連携して困りごとの解消に向け支援し、就学につなぐ本市独自

の支援体制を進めています。 

相談支援ファイル高梁版

の活用 

乳幼児期から成人期にまで関係機関から一貫した支援を受けられるよう「わたしの成長の

記録『すてっぷ』」の活用を進めます。 

子どもを守る地域ネット

ワーク（要保護児童対策

地域協議会） 

児童虐待の防止や早期発見・早期対応のため、児童相談所、警察、園・学校や医療機関、行政

機関などの関係機関と連携し、継続的な支援につないでいます。 

DV・虐待防止啓発活動 
関係機関と連携して、市民に対して、子どもを守る地域ネットワークの活動や児童虐待につ

いての周知を図り、児童虐待防止のための意識の向上・予防に努めます。 

子育て短期支援事業 

保護者の疾病や育児疲れ等により一時的にこどもを養育が困難になった場合や、児童自身

が一時的に保護者と離れることを希望する場合、児童養護施設で一定期間こどもを預かり

ます。 
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高梁市こども家庭センターのご案内 
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こどもの切れ目のない保健・医療の提供 

◆ 現状と課題 

◆ 妊婦と胎児や乳幼児の健康管理の充実・向上のため、乳幼児全戸訪問や乳幼児健診、ネウボラ1

による支援体制の構築や、18歳まで医療費が無償となる子ども医療費の助成等により、こどもへ

の切れ目のない保健・医療が提供される取組を行っています。 

◆ こども・子育て支援ニーズ調査の結果では、充実してほしい子育て支援として「安心してこども

が医療機関にかかれる体制を整備してほしい」が上位となっており、小児医療提供体制の維持・

向上が課題となっています。 

施策の方向性 

①健やかな育ちを守るための支援 

⚫ こどもの健やかな成長の確認と病気などの早期発見のため、定期健診の継続的な取組を進めます。

出生数の減少により会場を集約する必要がありますが、乳幼児受診率 90％を向上させつつ、未受

診世帯に対しては、個別フォローを行います。 

⚫ こどもの命と健康を守るため、法定及び法定外の予防接種の接種勧奨を行うとともに、自己負担

額の軽減等により接種率の向上に取り組みます。 

⚫ 小・中学校では、年間計画に基づき、生涯にわたって心身の健康を保持増進することができるよ

う、健康教育及び健康診断の充実を図ります。 

⚫ 乳幼児期の健診・予防接種などの健康情報の電子化や母子保健情報のデジタル化を進めます。 

②成人期に向けた保健対策の充実 

⚫ プレコンセプションケア2として思春期学習時に妊娠や性感染症についての健康教育を行います。 

⚫ 心の健康づくりや自殺予防のために、自殺のサインに気づき適切な対応をとれる人を養成する講

座や健康教室を開催し、精神保健に関する正しい知識の普及啓発に努めます。 

③母子保健と医療・福祉の連携体制の充実 

⚫ 市内の産婦人科医、小児科医、歯科医、助産師などの母子支援に関わる関係者と保健師で取組状

況等を共有する会議（ネウボラ連絡会）を開催し、妊娠中から切れ目のない子育て支援体制の充

実を図ります。 

⚫ 支援を必要とするこどもに対し、保護者、保育士、保健師、学校関係者、療育機関、行政機関等

関係機関が連携し、こどもの成長・支援を検討する会議を通して、成長過程に応じた支援を行い

ます。 

  

 

1 ネウボラ・・・フィンランド語で｢アドバイスの場｣を意味する言葉。妊娠･出産期から子育て期まで、保健サービスと子育て支援サ

ービスが一体となった、切れ目のないサポート体制のことをいう。 

 
2 プレコンセプションケア・・・成育医療等基本方針では、「女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組」

と定義。 

 

ライフステージ全般 

施策３ 
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④歯科保健の推進 

⚫ 幼少期からのむし歯予防のために、家庭でのケアと歯科医院で行うケア（フッ素塗布等）の歯科

保健指導の充実を図ります。 

⑤小児医療提供体制の維持 

⚫ 安心して医療サービスを受けられるよう、新しい取組を研究しつつ、今後も小児科医を含む市内

医療機関で勤務する医療従事者の確保に継続して取り組みます。あわせて、適正な医療受診への

理解促進に向けて、小児救急電話相談事業（＃8000）の利用推進や上手な医療のかかり方の普及

啓発に努めます。 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

新生児聴覚検査 

生まれつきの聴覚障害を早期に発見し適切な援助を行うために、新生児に対して聴覚検

査を実施。出産された医療機関が一定基準を満たす検査契約医療機関の場合は、入院中

に新生児聴覚検査券（一部公費負担）で聴覚検査を行います。 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）  

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を担当の保健師が訪問し、子育ての様々な相談

に応じ、子育て支援に関する情報提供やサービスの紹介をし、就学までサポートします。 

乳幼児健康診査 
乳児（１か月、３～４か月、９～10 か月）、１歳６か月児、２歳６か月児健康診査（内

科診察、歯科診察等）を行います。 

３歳児健康診査 
健康診査（内科診察・歯科診察等）と目の屈折検査、尿検査、目と耳のアンケートを実

施します。 

予防接種事業 定期及び任意の予防接種の接種勧奨を行います。 

母子デジタル化事業 

母子健康診査や予防接種の予診、問診等を電子化することで、予診票等の記入や受付・

受診時間の短縮、データ連携の迅速化等を図り、保護者・医療機関等の負担を軽減しま

す。 

精神保健事業 
こころの健康づくりや自殺予防のため、研修会等啓発事業の実施や、精神障害者の家族

や当事者の個別支援に取り組みます。 

すこやかプラン 21 推進

事業 

市の健康増進計画「高梁市すこやかプラン 21」に定める９つの重点項目に取り組み、市

民の健康増進を図ります。 

のびのび親子教室 

（要観察児教室） 

１～３歳までの発達について心配があるこどもと保護者を対象に、遊びを通してコミュ

ニケーションや関わりを学びます。 

発達相談総合検診 
こどもの発達について、専門の職員がこどもの様子の観察や保護者から日常の様子を聞

き取り、育児や日常生活でのこどもへの関わり方のアドバイスをします。 

ネウボラ連絡会 
子育てに係る専門職（産婦人科医・小児科医・歯科医・助産師等）が妊産婦やこどもの

成長・発達に関する地域の課題、子育て支援体制について協議・検討します。 

スクラム会議 
要支援児の成長について、保護者、保健師、保育士、学校関係者、療育機関、行政機関

などを交えた会議を開催し、必要な支援を計画的に実施します。 

RDテスト １歳６か月児とその保護者を対象に唾液から虫歯菌の数を調べる検査を行います。 

歯科保健指導・フッ素塗

布無料券 

１歳６か月～３歳までのこどもを対象とし、市内の指定医療機関において、１回無料で

フッ素塗布を行います。 

小児救急電話相談事業

（＃8000）の利用促進 

夜間・休日の小児医療の相談に対して、県が実施する小児救急電話相談事業の周知を図

ります。 

未熟児養育医療制度 
医師が入院療育を必要と認めた未熟児に対し、入院療育に係る必要な医療費の給付を行

います。 
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基本目標２ こども・若者の自立と社会参加のための環境づくり 

こどもの成長と遊びの充実  

◆ 現状と課題 

◆ こども・子育て支援ニーズ調査によると、令和元年度に実施した調査と比べ、共働き世帯が増加

しており、保育ニーズの変化に対応することが課題となっています。 

◆ 保育需要の増加に対応するため、保育量の確保や幼保一体化、発達段階に応じた就学前教育・保

育事業が必要とされています。また、就学前教育・保育と小学校教育の連携により、小学校への

円滑な接続が必要です。 

◆ 様々な家庭環境のこどもや特に配慮が必要なこどもなども含め、一人一人のこどもの健やかな成

長を支えていく必要があります。 

 

施策の方向性 

①教育・保育サービスの充実 

⚫ 就学前教育・保育施設において、出産・子育て応援事業（おむつ等支援事業）の実施や、保育ニ

ーズの変化に対応するため利用要件の追加・緩和などの充実を図ります。 

②幼児教育・保育の質の向上 

⚫ 年齢や発達に合わせた質の高い幼児教育・保育環境を整えるため、「高梁市就学前教育センター」

を拠点として関係機関等と連携を図りながら、教育・保育に携わる人材の資質向上に向けた研修

の充実に取り組み、生涯にわたる人格形成の基礎を培う就学前教育を充実させます。 

⚫ 適正規模での就学前教育・保育を推進し、一定水準の教育・保育を確保します。 

③多様な保育の充実 

⚫ 就学前教育・保育の充実及び乳児保育・延長保育、一時預かり、病後児保育、医療的ケア児の支

援、乳幼児等通園支援事業などの充実を図ります。 

⚫ 特に配慮が必要なこどもについて、職員の知識・技術の向上を図りつつ、加配職員の配置や専門

機関との連携により、一人一人の個性を尊重するなど多様性を認める就学前教育・保育を推進し

ます。 

④小１プロブレムへの継続的対応 

⚫ 「高梁市就学前教育・保育ビジョン」に基づいて、多様な体験活動を充実させるとともに、架け

橋プログラムを通して、就学前教育と小学校教育との円滑な接続を図ります。 

⚫ 学童保育は、こどもの生活の連続性を保障するため、情報交換や情報共有によって、学校との連

携を図ります。 

  

誕生～乳幼児期 

施策４ 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

出産・子育て応援事業 

（おむつ等支援事業） 

教育・保育施設で使用する紙おむつとおしりふきを無償提供します。また、１・２歳児

の未就園児に対し、おむつ代相当額を支援します。 

保育園・こども園入園要

件緩和事業 

「妊娠・出産」における保育園・こども園への入園要件について、市独自の取組として

「産後補助」を入園要件に加え、産後８週間から満１歳までの間、出生児の兄姉の受入

れを行います。 

私立園への助成 私立園に対して、保育補助者配置や保育士処遇の助成を行います。 

教育・保育の質の向上 
就学前教育アドバイザーを配置し、市内の私立園や関係機関とも連携しながら、系統的

な職員研修を実施します。 

保育士等処遇改善事業 保育の担い手である保育士確保のため、その処遇改善に取り組む保育園に対して補助金を

交付し、保育士の処遇改善に努めます。 

保育士奨学金返還支援事

業 
市内の就学前施設に勤務する保育士等に対し、奨学金返還金の一部を助成します。 

給食の提供と延長保育 
市内の全ての幼稚園・保育園・こども園で、給食の提供を行い、また、全ての保育園・

こども園で延長保育を行います。 

乳児等通園支援事業 
就労要件を問わず時間帯等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業の令和８年度本格実

施を見据えた試行的事業を行います。 

病後児保育 

保護者の就労等により、家庭での保育が困難な病後の児童を一時的に保育します。病児

保育については岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定に基づき、該当施

設を利用できます。 
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生きる力を養う教育  

◆ 現状と課題 

◆ 学校教育を通じて、これからの新しい時代を生き抜くため、基本的な生きる力の醸成を支援して

います。配置基準や各校の実態に応じて、小学校に非常勤講師などの配置や外国語指導助手の活

用を進め、各課題に応じたきめ細やかな学習指導の充実を図り、良好な教育環境の維持につなが

っています。 

◆ 発達段階に応じた多様な経験を通じ、「やりたいこと」や「なりたい自分」を見つけられるよう、

自らの興味・関心や得意分野を見つける機会を設ける必要があります。 

◆ 思春期ふれあい教室などを通した思春期のこどものライフデザインを描ける機会や社会的責任に

対する意識の向上を図る取組が必要です。 

 

施策の方向性 

①新しい時代を生き抜く力の育成 

⚫ 「学力向上推進事業」「主体的な学びの基盤づくり事業」を推進し、確かな学力の育成を図りま

す。 

⚫ 「ＩＣＴ支援員配置事業」により校内のＩＣＴ環境を整備するとともに、教職員のＩＣＴ活用ス

キルの向上を図ります。ＩＣＴを積極的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びを進めます。 

②特別支援教育の推進 

⚫ 研修会の実施や特別支援教育支援員の配置により、校内支援体制の充実を図り、こどもたちが安

心して学ぶことのできる環境を整えます。 

③親準備教育・キャリア教育の実施 

⚫ 乳幼児とのふれあい等を通して「命の大切さ」「親子の絆」「自分の成長の振り返り」「将来親に

なるイメージ等」を学ぶなど、結婚や子育てに対するライフデザインが描ける機会を提供します。 

⚫ 地元企業と連携し、こどもたちに職業体験の機会を提供することで、仕事や勉強の意味を考え、

社会的責任に対する意識の向上を図るなどキャリア教育を行うよう努めます。 

④たくましく、心やさしいこどもの育成 

⚫ 特別の教科「道徳」を通じて、思いやりや命を大切にする心を養い、また、主体的な読書活動を

通じて心豊かなこどもを育むよう努めます。 

⚫ 情報モラルアプリを活用し、デジタル・シティズンシップ1の育成を図ります。 

⚫ 郷土の偉人「山田方谷」を取り上げるなど、ふるさと学習を充実させることで、高梁の歴史・文

化など郷土への愛着を深めます。 

⚫ 産業・観光・教育・歴史などの郷土の魅力を様々な体験活動を通じて、郷土に誇りと愛着を持て

るこどもたちを育みます。 

 

1デジタル・シティズンシップ・・・デジタル技術を正しく活用して社会に参加する能力や、責任を持って行動する能力のこと。 

 

学童～思春期 

施策５ 
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⑤多様な体験を取り入れた学習の展開 

⚫ 国内のトップアスリート等による授業や交流体験の実施に取り組みます。 

⚫ 地域での職場体験活動や食に関する指導を充実します。 

⚫ 学校以外の場でも栄養委員等地域のボランティア組織による伝統的食文化や地域の特色を活かし

た食育の普及を推進します。 

 

⑥体力・運動習慣づくりの推進 

⚫ スポーツ団体との連携により、各種教室・大会の実施やニュースポーツの振興などこどもたちが、

それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、スポーツに親しむことができる生涯スポー

ツを推進します。 

 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

学力向上推進事業 児童生徒の学力向上を図るため、研究校を指定し、研究実践を行います。 

主体的な学びの基盤づく

り事業 

学習内容の確実な定着と学力向上のため、朝学習や休憩時間等に補充的な学習を実施し

ます。 

ICT 支援員配置事業 
学校における ICT 環境を整備し、授業における ICT 活用のサポートを行うための支援員

を配置します。 

クラスサポート事業 
落ち着いた学級で児童生徒が学習に取り組め、学校生活全般の意欲が向上できるよう、

学級担任などの補助が必要な学級に支援員を配置します。 

学級編成の弾力化 
こども一人一人にきめ細やかな指導をするため、市独自の学級編制（小学校 30人以下、

中学校 35 人以下）を実施します。 

思春期ふれあい教室 
中学３年生を対象に妊娠・出産に関する知識の習得や乳幼児とのふれあいなどを通し

て、思春期のこどもが将来にわたり生命の尊さの理解や親性を持てるよう育成します。 

地域職場体験の推進 

高梁未来学の一環として中学校第２学年では職場での体験を通じて働く意義ややりがい

を実感するとともに、設定された課題を体験の中で探求する「高梁ジョブ・リサーチ」

に取り組みます。また、地元企業と連携し、こどもたちの可能性や夢を広げるため、体

験や見学などの機会を提供します。 

生涯スポーツの推進 

スポーツ団体との連携により、各種教室・大会の実施やニュースポーツの振興などスポ

ーツに親しむことができる生涯スポーツを推進するとともに、関係団体の活動・組織の

強化を図ります。 

ふるさと学習の推進 

高梁の歴史・伝統文化、山田方谷を始め、郷土の偉人を深く知ることで郷土愛を育てる

とともに、高梁の自然や観光資源、産業等をさらに発展させていくために、自ら課題を

発見し、進んで解決しようとする心や姿勢を育てます。 

特別支援教育推進事業 特別支援教育支援員を適正に配置し、各校園における個に応じた支援を充実させます。 

こども読書活動 
こどもの読書活動に関わる全ての人（市・図書館・家庭・学校園・民間団体等）が連携

し、各種取組の充実と促進を図ります。 

学校給食地産地消の推進 
農業施策・福祉施策と連携した地産地消の取組を進め、安心・安全な給食を提供すると

ともに、食育の推進に取り組みます。 
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こどもが安心して学び、安全に過ごすための環境 

◆ 現状と課題 

◆ 地域のつながりの希薄化は、少子化の進展により、こども・若者同士が遊び、育ち、学び合う機

会の減少や、さらに共働き家庭やひとり親家庭の増加と相まって、家庭における子育ての孤立化

が懸念されています。 

◆ 保護者が労働などにより昼間家庭にいないこどもが過ごす学童保育は、放課後の遊びと生活の場

であるため、安定的な運営の確保が必要です。また、特に配慮が必要なこどもへの支援も必要と

なっています。 

◆ いじめや不登校などの問題に対して、早期発見・早期対応による安心で安全な学校づくりが求め

られています。 

◆ 学校施設の老朽化が進む中で、児童・生徒数の減少に合わせた施設規模の縮小や教育環境の質的

改善を考慮しながら改修・建替え等を行いつつ、コストの縮減と平準化を図ることが重要となっ

ています。 

 

施策の方向性 

①こどもの居場所形成 

⚫ 放課後や長期休業期間中にこどもたちが安全に過ごし、それぞれの状況に応じて主体的に活動で

きる場所を充実させるとともに、地域における居場所づくりや支え合いの活動を支援します。 

⚫ 学童保育については、安定的な運営を確保するため、一部の学童保育について民間事業者への委

託を実施し、人材確保や保育サービスの向上を図ります。また、民間事業者と連携した研修会等

を実施し、地元運営委員会による学童保育も含め市内全体の支援員の資質向上を図り、きめ細や

かな対応に努めます。 

⚫ 小学校の再編に伴う学童保育については、再編先での学童保育利用を基本とします。地域の実情

等によっては、保護者や地域等の関係者と協議・調整を行い放課後の居場所づくりに努めます。 

⚫ 新たにこどもの居場所を増やすため、食事の提供や学習支援等を行うこども食堂の運営費への支

援や、担い手の発掘・育成を図ります。 

⚫ 就学している障害児に対し、放課後や長期休業期間中に生活能力向上のための訓練などを行う放

課後等デイサービスの充実と質の向上に取り組みます。 

⚫ 地域と学校の連携推進を目的とした「地域学校協働本部」を設置し、多世代交流を推進するとと

もに地域全体でこどもを育てる気運を醸成します。また、関係機関との円滑な連携ができるよ

う、地域学校協働推進員の研修機会などの充実に努めます。 

②いじめや不登校等、問題行動の早期発見・早期対応 

⚫ 学校生活における調査や青少年育成センターの活動等を通して、いじめや不登校などの問題の芽

を早期に発見し、その対応や不登校解消への支援に取り組む体制をつくります。 

  

学童～思春期 

施策６ 
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③適応指導、教育相談の実施 

⚫ 不登校及び不登校傾向にある児童生徒の学校復帰を支援するため、「やすらぎ教室」を運営しま

す。また、教室内に教育支援ネットワーク室を併設し、保護者の相談窓口として、子育てに関す

る心配事、悩みの相談に応じます。 

④特色ある学校づくり 

⚫ コミュニティ・スクールにより、地域の学校への参画や地域と協働して実施する教育活動を促進

し、活力ある学校づくりや学校を核とした地域の活性化を推進します。 

⚫ 地域をよく知る高齢者などの人材や地域の特色ある素材を生かし、多様な教育活動・体験活動を

推進します。 

⑤充実した教育環境の整備 

⚫ 少子化に伴う児童・生徒数の減少に合わせた施設規模の縮小や教育環境の質的改善を考慮しながら

改修・建替え等を行い、要するコストの縮減と平準化を図りつつ、こどもたちが充実した環境で意欲

的に学ぶことができるよう施設・設備整備を推進します。 

⚫ 教育・保育職員の処遇改善に取り組み、ニーズ量に見合う優秀な人材の確保を図ります。 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

いじめ防止対策推進事業 
連絡協議会において、いじめの未然防止に係る対策等について協議し、取組の方向性に

ついて共通理解を図ります。 

適応指導推進事業 不登校児童生徒を対象とした、教育相談や学習支援の適応指導教室を運営しています。 

学校ふれあい促進事業 
不登校等の生徒指導上の諸問題について、臨床心理士等、心の専門家からコンサルテー

ション（相談やアドバイス）を受ける機会を提供します。 

青少年育成センター事業 
青少年の健全育成を目的として、学校、地域等と連絡を密にし、補導・見守り活動を実

施します。 

放課後子ども教室 
学校施設や公民館等を活用し、放課後子ども教室を実施しこどもの居場所づくりを図り

ます。 

放課後等デイサービス 

学齢期の障害のあるこどもに対して、放課後や夏休み等の長期休業期間中に生活能力向

上のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放

課後等の居場所を提供します。 

地域学校協働推進事業 
地域学校協働本部を設置し、地域と学校の円滑な連携の支援を行い地域全体でこどもを

育てる気運を醸成します。 

特色ある学校づくり事業 
地域を良く知る高齢者等の人材や地域の特色ある素材を生かした多様な教育活動・体験

活動を積極的に進め、特色ある学校づくりを進めます。 

児童館管理運営事業 
18 歳未満のこどもを対象とした地域における遊びや生活の援助と子育て支援を行い、こ

どもの心身を育成し情操を豊かにするため、施設の管理運営等を行います。 

放課後児童健全育成事業

（学童保育） 

保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、放課後、適

切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図ります。 

子ども食堂運営事業補助

金 

食事の提供、学習支援、地域との交流及び地域のこどもの居場所づくりを推進する子ど

も食堂の運営費の一部を補助します。 

学校施設改修事業 
こどもたちが安心して学び安全に生活できる場として、学校施設の長寿命化を実施する

とともに、設備等も合わせた質的改善に取り組みます。 
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若者の多様な未来を保障するための取組 

◆ 現状と課題 

◆ 若者・少子化対策意識調査では、今後の進学意向について、「大学まで」との回答が 57.0％と最

も高く、大学までの進学を希望する学生が多い結果となっています。 

◆ 市内には大学があることから、地域課題の解決、持続的な発展のための地域戦略の方策として、

産学官民等の連携強化が重要であり、恒常的に対話し、連携を行うための体制が求められていま

す。 

◆ 市内の雇用環境では、一部業種に生産年齢人口の減少で恒常的に人材不足が生じており、さらに、

地元からの優秀な人材を求めている市内企業と新規学卒者の間で、企業側の情報が不足している

などの理由により、求人と求職にミスマッチが生じています。 

◆ 若者・少子化対策意識調査及び岡山県が実施した結婚、出産、子育てに関する県民意識調査報告

書では、結婚や子育てに関して所得の不安など経済的な事情が影響し、希望が叶えられないとい

う結果が多く、経済的負担を軽減する取組が必要となっています。 

 

施策の方向性 

①大学等への進学支援と人材育成 

⚫ 若者が、家庭の状況にかかわらず、大学等の高等教育機関に進学する機会を確保できるよう、修

学支援を実施します。 

⚫ 大学等に進学した若者が地域と連携したフィールドワークを行うことにより、地域の歴史や文化、

人々の生活等について理解を深めるとともに、地域社会の現状を理解し、地域の課題解決に向け、

積極的に取り組み、実践的な専門の知識と技術を身につけた人材となるように、大学等と連携を

図ります。 

⚫ 市内の高校では、それぞれ地域とも連携しながら特色ある教育活動を進めています。市としては、

教育体制の継続を図るとともに高校の魅力づくりに取り組み、市内外の生徒が学びたい高校とな

るよう応援し、地域や社会の未来を担う人材育成を図ります。 

②地域での就職支援 

⚫ 引き続き効果的な企業誘致の推進に努めつつ、地域の人材や資源を活かしながら産業の振興を図

るため、新たな地域産業の創出に努めます。 

⚫ 学生や若者には、市内企業を直接見学する機会や企業の魅力を発信する広報を強化することによ

り、市内企業の理解を深め、市内定住や早期離職の防止を図ります。 

⚫ 人材不足が生じている業種については、若者の離職防止対策や労働環境整備についてハローワー

ク等関係機関と連携し、支援の充実を図ります。 

⚫ 短時間バイトを紹介するサービス等と連携を図り、人材不足の解消と、仕事を通じた人との出会

いや自身のキャリア形成など、若者が将来像を描ける機会づくりに取り組みます。 

  

青年期 

施策７ 
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③地域への愛着形成と若者の出会い・結婚・子育てへの応援 

⚫ シビックプライドの醸成や本市のブランドイメージを高めるため、シティプロモーションを推進

します。 

⚫ 結婚を希望する人々の出会いイベントや、異業種交流など若者の自然な交流や出会いを促してい

く企画、また県が提供する「おかやま縁むすびネット」などのオンライン結婚支援システムの利

用を促進し、様々な出会いの機会を提供します。また、出会いから交際・成婚までトータルサポ

ートを受けられる伴走型支援にも取り組みます。 

⚫ 結婚に伴う新生活のスタートアップ支援も重要であり、新婚世帯向けの経済的支援や生活に必要

な情報提供など、結婚後の生活が円滑にスタートできるようサポートし、結婚への不安を軽減し

ます。 

⚫ 若者・子育て世帯等が安心して生活できる住環境を整備するため、民間事業者等が子育て世帯向

け賃貸住宅を建設するための支援等を行います。 

⚫ 結婚や子育てしやすい環境となるよう、ライフイベントに応じた切れ目のない支援（後述施策８

～12）に取り組み、また、子育て支援施策について、市内外での認知度を高めるため情報発信の

強化を図ります。 

④ひきこもりの若者やその家族への支援 

⚫ ひきこもり状態にある者(概ね６か月以上社会から孤立している状態にある者をいう。)の自立支

援を推進するため、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行います。 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

未来人材育成基金事業 
企業版ふるさと納税を活用し、大学などの在学時に借り入れた奨学金の返還を支援する

ことで、若者の市内居住を促進します。 

県立高校魅力化事業 
市内における高等学校の魅力化と教育体制の継続による地方創生を実現するため、高校

魅力化に関する事業を実施します。 

企業情報説明事業 
市内新規学卒者の市内就職を推進するため、就職面接会の開催や企業情報を提供する機

会提供を推進します。 

市内企業見学バスツアー

事業 

学生に市内企業を見学してもらい、就職活動前に市内企業に興味を持ってもらうこと

で、市内企業への就職につなげます。 

雇用確保支援事業 
市内企業による求人広告、就職マッチングサイトを利用した求人活動、従業員の資格取

得を支援することで、雇用のミスマッチの解消を図ります。 

シティプロモーション推

進事業 

本市のブランドイメージと認知度を高め、交流・関係人口の拡大や移住・定住の推進に

つなげます。 

まちづくり結婚推進事業 

独身男女の出会いイベントの開催や、県の「おかやま縁むすびネット」への登録促進を

図ります。また成婚に至るまでのアドバイスなど、専門カウンセラーが全面的にバック

アップする伴走型支援も実施します。 

新婚さんスタートアップ

補助事業 

結婚に伴う新生活のスタートアップに係る引越し、家賃、住宅改修、購入費用の一部に

対し補助金を交付します。 

子育て世帯向け賃貸住宅

建設促進事業 

市内において民間事業者等が世帯向け賃貸共同住宅を建設する際、建設費の一部に対し

補助金を交付します。 

高梁市ひきこもりサポー

ト事業 

高梁市ひきこもりサポート事業を専門機関に委託して実施するほか、関係機関と連携し

ながらひきこもり支援を行います。 



第Ⅲ部 計画の展開   １ 計画の基本施策 

基本目標３ 安心して子育てができる地域社会づくり 

62 

 

 

基本目標３ 安心して子育てができる地域社会づくり 

母子ともに健康に育つための制度づくり 

◆ 現状と課題 

◆ 安全な妊娠や出産のための妊娠期及び産前産後の健診の費用を助成しています。 

◆ 市内に分娩施設がないため、安心して妊娠・出産ができる環境を整備することが求められていま

す。 

◆ 県の結婚、出産、子育てに関する県民意識調査結果から子育てに関する不安感・負担感が他市町

村に比べ高い結果となっています。 

◆ フルタイム・長時間のパートタイムで働く母親が増えたことにより、年々若い世代の健診受診者

が減少しています。働く母親に対して、健診機会を持ってもらうことが課題となっています。 

 

施策の方向性 

①母子保健事業体制の整備 

⚫ 妊娠前の段階、妊婦の段階などそれぞれのステージに応じて、相談事業の周知徹底を図るととも

に、悩みや不安に応えられる公的な支援のあり方を検討し、保護者が子育てを楽しいと思える環

境を整備します。 

⚫ 安心して妊娠・出産ができる環境を整えるため、出産予定日や母体の状況などの情報を事前に登

録することで、緊急時に救急車を利用できる体制を整備するとともに、妊婦が出産する前に分娩

施設周辺の宿泊施設に待機する宿泊費用を助成します。 

⚫ 乳幼児健診会場で、乳がん・子宮頸がん検診の受診勧奨を継続して行います。 

⚫ 産後の不安感・負担感を和らげるため、母子が医療機関や助産院で母乳ケアや育児相談などのサ

ービスが受けられる産後ケアの充実を図ります。 

②妊娠・出産のための相談体制の充実 

⚫ 妊婦への健診体制は現状で継続します。妊婦や子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援として妊娠

届出時、妊娠８か月頃、出産後に面談を行い相談支援の充実を図るとともに経済的支援を一体と

して実施します。 

⚫ 乳幼児健診などを通じてこどもの成長発達の状況をきめ細かに見ていくとともに、養育やこども

の発達に課題を抱える世帯については、こども家庭センターによるサポートプランを作成し、保

護者、関係機関とも連携し支援します。 

③妊娠前の経済的支援 

⚫ 不妊に悩む人への支援として、不妊治療・不育治療費の助成を継続します。 

⚫ 妊娠確定のための公的医療保険が適用されない自由診療の費用を一部助成し、妊娠までの経済的

支援を行います。 

 

 

 

子育て当事者への支援 

施策８ 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

プレママ（妊婦）教室 
プレママ・プレパパを対象に妊娠中の健康や出産準備等についての教室を保健センター

等で実施します。 

ママ・サポート 119 

（妊婦事前登録制度） 

妊婦情報（出産予定日や母体の状況など）を事前に登録し、急な体調不良や陣痛の際に

円滑に分娩医療機関等へ救急搬送します。 

出産サポート宿泊費支援

事業 

遠方の分娩施設で出産する妊婦に対し、安心して出産ができるよう、分娩施設周辺の宿

泊施設の宿泊費の一部を助成します。 

妊婦健康診査 
妊婦一般健康診査のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を 14 回分交付しま

す。（多胎妊娠の場合は、無料となる受診券を５回分追加交付します。） 

産後ママ安心ケア事業 

出産後の一定期間、母乳や育児等に不安を抱える母が、医療機関や助産院で母乳や育児

の相談や、母子に対して心身のケアやサポート等を受ける際の利用料金の一部を助成し

ます。 

妊婦のための支援給付事

業 

妊産婦に伴走型相談支援を行うとともに妊娠時に５万円、出産後に 10万円を給付し、経

済的支援を実施します。第３子以降の場合は、給付額を上乗せし、出産後は 15万円の給

付を行います。 

健康診査事業 
妊娠中の健康状態や赤ちゃんの発育の確認、こどもの健康状態、成長発達、育児状況を

確認するため、妊婦や乳幼児健診を行います。 

妊婦歯科健診 妊娠中の歯科健診が１回無料となる受診券を交付します。 

風しん予防接種費用助成

事業 

妊娠を希望される女性とその配偶者、妊娠中の女性の配偶者に対し、風疹抗体が低い場

合、事後申請により予防接種費用を助成します。 

不妊症・不育症対策⽀援

事業 
医療機関に支払った不妊治療や不育治療の費用のうち、一部を助成します。 

妊婦初回産科受診費用 

助成事業 
妊娠が確定し、妊婦健診無料券をもらうまでの自由診療にかかった費用を助成します。 
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家庭での子育てを応援するための取組 

◆ 現状と課題 

◆ 家庭は、こどもたちの健やかな育ちの基盤です。一方、地域とのつながりの希薄化や保護者が身

近な人から子育てを学び、助け合う機会の減少など、子育てや家庭教育を支える地域環境が大き

く変化しており、地域と家庭の教育力の低下が懸念されています。 

◆ 共働き家庭の増加等による不定期な保育ニーズに対応するため、就学前教育・保育及び延長保育、

一時預かり、病後児保育、ファミリー・サポート・センターでの会員相互の支援、地区担当保健

師による相談支援事業等の継続や充実が必要となっています。 

 

施策の方向性 

①子育て世帯への支援 

⚫ 子育て支援センターは、楽しく子育てができるよう子育てに係る相談及び保育情報の提供や子育

て家庭の交流の機会を提供します。また、令和７年度からは、気軽に親子が集える場を整備し、

交流事業などの充実を図ります。 

⚫ 就学前教育・保育の充実及び延長保育、一時預かり、病後児保育を継続します。不定期な保育ニ

ーズに対応するため、子育てファミリーサポート事業の提供会員数を増やすよう努めます。 

⚫ 令和６年度から乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を試行し、令和８年度から本格実

施予定です。利用促進を図るため、体制整備に努めます。 

⚫ 子育てに対する不安感を和らげるため、一時預かり事業や子育て支援センターなどの子育て支援

事業について、若年層を含めた子育て前の世代へも幅広く周知を図ります。 

②家庭教育への支援 

⚫ 令和６年４月に「高梁市こども家庭センター」を設置し、「子育て世代包括支援センター（母子

保健）」と「子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）」の両機能を組織として一体的に運営すること

により、母子保健・児童福祉両部門の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から個々の家庭

に応じた支援の切れ目ない対応を行います。 

⚫ 子育ての悩みや不安の解消を目的に保護者が主体的に気づきや学び合いができる機会を提供し、

家庭教育力の向上に努めます。 

③保護者に対する子育てスキルの教育 

⚫ 出産に必要な手続きや赤ちゃんを迎える準備などの相談に助産師・保健師が応じ、更衣やおむつ

交換の体験ができるプレママ教室や、ファミリーサポーター研修会等を通して、家庭教育力の向

上を図ります。 

  

子育て当事者への支援 

施策９ 
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④子育て相談体制の充実 

⚫ 保健師による電話、LINEなどの SNSを活用した相談等、相談体制の充実を図るとともに、相談内

容の多様化、複雑化に対応した場、手段・手法の充実と人材の確保を図ります。特に、外国人妊

婦・特定妊婦やハイリスク妊婦等に対しては、関係する部署等と連携しながら支援の充実を図り

ます。 

 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

子育て支援センター 
乳幼児親子や妊婦さんが気軽に集い、親子同士の交流や子育てに関する情報の提供、子育

てに関する相談対応などを行います。 

延長保育 

（時間外保育事業） 
保育時間の延長の需要に対応するため、延長保育を実施します。 

病後児保育事業 
保護者が就労のため自宅での保育が困難な場合、回復期にあるこどもを一時的に保育し、

保護者の子育てと就労の両立を支援します。 

子育てファミリーサポー

ト事業 

一時的にこどもを預かるなど育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助したい人（提供会

員）が会員登録して、有償で援助活動を行います。 

家庭教育支援講座 子育ての困りごとや生活をテーマに講座を開設します。 

子育て応援チケット交付

事業 

育児に伴う保護者の身体的、心理的負担及び経済的負担の軽減を図るため、子育て支援サ

ービス６事業を１回分無料（一部自己負担あり）で利用できるチケットを交付します。 

こども家庭センター 
保護者の子育て相談やこども本人からの相談にも応じます。地域の様々な関係機関と連携

し、妊娠から出産・子育てにわたり切れ目のない支援を行います。 

親育ち応援学習プログラム 保護者を対象として、家庭教育力の向上を目的とした学習機会の提供を行います。 
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子育てに係る経済的負担の軽減 

◆ 現状と課題 

◆ こどもの生活実態調査では、暮らしの状況について、調査対象となった小学５年生、中学２年生

がいる世帯のどちらも「苦しい」「大変苦しい」との回答が約３割となっています。 

◆ 子育てをしている保護者やひとり親家庭に対して、経済的な負担を軽減しています。18歳までの

子ども医療費の助成や、ひとり親家庭に資格を取得するための支援金の支給、高校生のバス通学

費補助、また、経済的な負担が特に大きい多子世帯への経済的支援も行っています。今後、国の

施策や動向、現施策の効果や予算の制約等を勘案しながら市民のニーズにあった施策が必要とな

っています。 

 

 

施策の方向性 

①経済的支援の充実 

⚫ こどもの健康の保持・増進を図り、子育て支援に寄与するため、18歳に達した日以後の最初の３

月 31日までの医療費が原則無料となる子ども医療費の給付を行います。 

⚫ 次世代を担うこどもの健やかな育ちを支援するため児童手当を支給するとともに、幼児教育・保

育の無償化に係る取組、県独自で実施する３歳児未満児の第３子以降の保育料の無償化又は軽減

措置の拡大に取り組むなど、国や県と連携し、円滑な事業実施に努め、子育て世帯の経済的な負

担感を軽減します。 

⚫ ベビーファースト運動やこどもまんなか応援サポーター宣言に基づいた取組を継続的に実施し、

多子世帯への子育てに係る経済的な負担軽減を図ります。また、新たな施策についても検討する

必要があります。 

⚫ 高等学校等に通学する生徒の保護者負担を軽減するため、市内在住者のバス定期券購入の補助を

継続します。また、令和７年度からは現在の補助制度に加え、JR 等の鉄道を利用して通う生徒の

保護者に対して補助を拡充します。 

②ひとり親家庭への支援 

⚫ 母子・父子自立支援員の資質向上を図り、ひとり親の抱えている問題に対し、その解決に必要な

助言や情報提供を行います。 

⚫ 児童扶養手当の支給等、ひとり親家庭及び寡婦が自立できるよう経済的支援を進めるとともに、

離婚後のこどもの養育に不可欠となる養育費が確実に確保されるよう養育費の取決め等に係る費

用を支援します。 

⚫ ひとり親家庭及び寡婦の自立、生活の安定と向上を図るため、ハローワークと連携した就業支援

や、働くひとり親を支えるための子育てサービスによる負担軽減等を検討します。 

 

 

  

子育て当事者への支援 

施策 10 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

医療費の負担軽減 
子ども医療費により 18歳まで無償化、ひとり親家庭への医療費の助成により、子育てに

おける経済的な支援を図ります。 

児童手当の支給 
高校生年代までの児童の養育者に対し、家庭等における生活の安定に寄与するととも

に、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給します。 

児童扶養手当の支給 
高校生年代までの児童を養育するひとり親で所得要件など一定の条件を満たす家庭に対

し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給します。 

高校生バス路線等支援事

業 

バスを利用して通学する高校生の保護者に対して、バス定期購入費の一部に対し補助金

を交付します。 

高等学校生徒鉄道通学費

補助事業 

鉄道を利用して通学する高校生の保護者に対して、鉄道定期購入費の一部に対し補助金

を交付します。 

保育料の減免制度 

保育園や認定こども園を利用する３歳未満児の保育料について、第２子は半額、第３子

以降は無料とし、またひとり親家庭の軽減措置なども実施することにより、保護者の経

済的負担軽減を図ります。 

学童保育の保護者負担金

減免制度 

保護者がひとり親・重度障害者世帯等であり低所得の場合や、兄弟姉妹が同時に入所す

る場合に、保護者負担金の減免制度により経済的負担軽減を図ります。 

ベビーファースト運動 

関連事業 

・出産・子育て応援事業（おむつ等支援事業）による１・２歳児の保護者に対しおむつ

等（代金）の支援を行います。 

・妊婦のための支援給付金事業として、妊産婦に伴走型相談支援を行うとともに妊娠時

に５万円、出産後に 10万円を給付し、経済的支援を行います。第３子以降の場合は、給

付額を上乗せし、出産後の給付を 15 万円にします。 

・出生時に３歳の年度末まで使用できる子育て応援チケットを配布し、子育て支援サー

ビス６事業を１回分無料（一部自己負担あり）で利用できるチケットを交付します。 

多子世帯いきいき子育て

応援金事業 

市内に住所を有する第３子以降の児童の保護者に対し、小中学校への入学時に５万円の

入学祝い金を支給します。 

多子世帯インフルエンザ

ワクチン接種費用助成事

業 

市内に住所を有する第３子以降の子で、１歳から 18歳までの子のインフルエンザ予防接

種費用を助成します。 

母子家庭等高等職業訓練

促進給付金等事業 

母子・父子家庭において、就労する際に有利で生活安定につながる資格を取得するため

１年以上養成機関に通う場合に支援金などを支給します。 

養育費確保支援事業 
養育費の受給の促進を図るため、弁護士事務所等を利用して養育費の請求等を行うひと

り親家庭の親に対し、養育費公正証書等作成費用補助金等を交付します。 
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男女ともに仕事と子育てが両立できるための支援 

◆ 現状と課題 

◆ 子育てする保護者が仕事と両立できるよう子育て応援をする企業に対し支援を行っています。企

業向けに「パパ・ママ・子育て応援企業」の登録を促し、働きながら私生活も充実できる職場環

境の整備や男性の育児休業の定着を図っています。 

◆ 令和５年５月に岡山県が実施した「県内企業の子育て支援に関する調査」において、男性の育児

休業取得率 80％以上の割合が、本市は県下でトップの結果となっています。 

◆ さらなる育児休業制度の浸透を始めとして、育児負担が女性に集中している現状を変えること、

家庭において仕事と生活を両立できる社会環境を整えることが引き続き重要な課題となっていま

す。 

 

 

施策の方向性 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

⚫ 企業に対して、パパ・ママ・子育て応援企業への登録を促し、働きながらでも子育てがしやすい

環境づくりの要請やそのための支援等「ワーク・ライフ・バランス」を達成するための取組を進

め、子育てをしながら就労している人が家族との時間を大切にできる職場環境づくりを推進しま

す。 

②出産・育児がしやすい職場環境の整備 

⚫ 「育児休業制度」を母親、父親ともに利用できるよう、育児休業制度の定着等社会全体で支える

環境整備を進めます。特に、父親に対する仕事と家庭生活のバランスがとれた働き方が選択でき

る環境整備を推進します。 

⚫ こどもまんなか応援サポーター宣言に基づき、市役所職員の育児休業取得 100％を目指し、その

取組を市内企業に向けて周知します。 

③父親の育児参加の促進 

⚫ こどもの頃から、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、将来を見通した自己形成ができるよ

う、家庭や地域、学校教育などを通じて、男女共同参画に関する理解の促進に向けた取組を進め

ます。 

⚫ 父親が子育てに関わるきっかけとなるイベントや講座を設け、今後とも、企業などの協力の下、

父親の育児参加を促進します。 

 

  

子育て当事者への支援 

施策 11 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

パパ・ママ・子育て応援

企業登録事業 

子育てを積極的に応援する企業を、「パパ・ママ・子育て応援企業」に登録し、市内外

に広く紹介します。 

パパ・ママ・子育て応援

企業奨励金事業 

パパ・ママ・子育て応援企業として登録し、男性育児休業取得や研修会の開催などの取

組に対し、奨励金を交付します。 

こどもまんなか応援サポ

ーター宣言 

こども家庭庁が推進する「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サ

ポーター」として活動していくことを高梁市として宣言しています。こどもまんなかの

取組の発信や参加を呼びかけ、子育てにやさしい社会的気運の醸成を図ります。 

男女共同参画社会啓発講

演会 

講演会を実施し、男女共同参画意識を高める学習機会を確保し、家庭・地域における意

識の高揚を図ります。 

プレパパ・プレママ＆ 

パパ・ママ講座 
吉備国際大学と連携し、子育ての不安や悩みの解決に向けた講座を開催します。 

子育て支援センターの土

曜日開所 

平日利用できない保護者なども利用しやすいように、定期的に子育て支援センターの土

曜日開所をします。 
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基本目標４ 地域の見守りで支えるこどもたちの未来 

地域で支える子育て 

◆ 現状と課題 

◆ こどもは父母などの養育者が子育ての第一義的責任を有するという基本的な認識の下、地域、企

業を始めとする様々な主体が子育てに協力し、応援する気運を高め、子育てにやさしい社会づく

りが必要です。 

◆ 学校、市、ボランティア等関係機関・団体と連携し、地域での青少年健全育成活動を推進し、地

域社会全体で子育てを支援する体制づくりが求められています。 

◆ こども・子育て支援ニーズ調査では、子育て支援事業の具体的な支援内容の要望について、「公

園など子どもと遊べる場所がほしい」との回答が 68.2％と最も高く、第３位が「子どもと一緒に

たのしめるイベントを増やしてほしい」（54.8％）となっており、こどもの遊び場やイベントへ

のニーズが高まっています。 

 

施策の方向性 

①ボランティアの推進 

⚫ 子育てファミリーサポート事業や放課後子ども教室等、こどもに関わるボランティアや関係団体

等と家庭、地域、学校などの連携強化を図るとともに、人材の確保や養成を図ります。 

②多世代交流による子育て 

⚫ あらゆる世代が交流できる場を設け、多世代交流による子育てにやさしいまちづくりを推進しま

す。 

③地域全体での子育て 

⚫ ベビーファースト運動やこどもまんなか応援サポーター宣言の推進による、地域社会全体で子育

てをする気運の醸成を図ります。 

⚫ 地域で活動している子育て支援団体や企業、公民館などの連携を強化し、地域全体で子育てを支

援する取組を推進します。 

⚫ 大学等が有する専門知識などを活用して行う「子育てカレッジ」において、学・民・官の協働に

よる地域ぐるみの子育てを支援します。 

⚫ 民生委員児童委員（主任児童委員）、愛育委員、栄養委員、子ども会・スポーツ少年団、子育て

に関するボランティアなど、地域の子育て支援組織の育成を図ります。 

  

子育てにやさしい社会づくり 

施策 12 
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④子育てがしやすいまちづくり 

⚫ 交通安全施設の整備や、防犯カメラ・防犯灯設置等、防犯に係る取組を積極的に行う町内会等に

対する支援を実施し、こどもが安心して過ごせる環境整備に努めます。 

⚫ 小さなこどもたちが気軽に遊べるような遊具や充実した読書環境の整備、Wi-Fi 環境の構築など、

多世代が集い・学び・交流できる環境づくりに取り組みます。 

⚫ こどもが安心してのびのびと遊べる公園整備や改修について、適地選定と財源確保に向けて検討

します。 

⚫ こどもや子育て中の方々が安心して外出できるよう、授乳室や子育て優先駐車場などの環境整備

に努め、デジタル技術を活用した「書かない窓口」を推進することで、子育て世代の負担軽減と

利便性の向上を図ります。 

 

【主な事業】 

事業名 事業概要 

子育てファミリーサポー

ト事業 

一時的にこどもを預かるなど育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助したい人（提供会

員）が会員登録して、有償で援助活動を行います。 

吉備国際大学たかはし子

育てカレッジ 
大学の知的資源を活用して、学・民・官協働で子育て支援に取り組みます。 

愛育委員活動 
地域で健康づくりに取り組むボランティアで、母子保健に重点をおきながら、成人（老

人）保健や地域での健康課題に取り組みます。 

栄養委員活動 

赤ちゃんから高齢者までの食を通じた健康づくり活動を実施。乳児健診では、生活リズ

ムについての指導協力、地域でのこども料理教室では適正な食習慣の育成を支援しま

す。 

母親クラブ活動 
こどもたちの健全育成を願って、会員相互の協力により健康で明るい健康づくりを目的

として親子及び世代間の親睦を深める行事等を実施します。 

親子で遊べる教室 親子での遊びを通じてこどもの成長発達を促していく教室を開催します。 

地域子育て創生事業 こどもたちの可能性や夢を広げるため、体験や見学などの機会を提供します。 

町内会支援事業 
街頭犯罪の抑止や地域防犯活動の支援を目的として、防犯カメラ・防犯灯の設置を行う

町内会を支援します。 

子育て応援優先窓口の設

置事業 

行政手続き時に妊婦・就学前の児童を連れて来庁した保護者に対し、優先窓口を案内

し、手続き時間の短縮などを図ります。 

「赤ちゃんの駅」登録事

業 

授乳の場やおむつ交換の場を提供する施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、市ホーム

ページなどで周知します。 
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子育てにやさしい社会づくり 

施策 13 

 

こどもの安全を守る取組の推進 
（犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備） 

◆ 現状と課題 

◆ こどもの交通安全の確保、犯罪の被害からの保護など、安心して生活できる子育て環境が求めら

れています。また、ネット上のいじめや依存症等からこどもを守る取組が必要です。 

◆ 防災に関する学習機会を増やし、いざという時の避難行動計画や十分な備えが求められています。

命を守るための迅速な避難行動ができるよう地域や学校での防災教育が必要です。 

 

施策の方向性と具体的取組 

①地域での見守り活動 

⚫ 見守りパトロールや警察スクールサポーターなど関係機関との連携を密にし、青色防犯パトロー

ル活動を実施し、地域の防犯意識の醸成及び犯罪の抑止効果に努めます。 

⚫ 学校や地域・警察との連携に努め、こどもたちが健やかに育つ環境を保つことができるよう適切

な補導・見守り活動を実施します。 

⚫ 青少年の健全育成に関する研修会を実施することで、こどもを加害者にさせない、また被害にあ

わないための地域のネットワークづくりの推進や防犯意識の向上に努めます。 

②こどもを取り巻く有害環境対策の推進 

⚫ 情報モラル教育を充実させ、スマートフォンなどの利用に関する適切なルールづくりやフィルタ

リング機能の活用について児童生徒の主体的な取組の促進や家庭・地域等への啓発を行うなど、

ネット上のいじめや依存症などからこどもを守る取組を強化します。 

③交通安全意識の高揚 

⚫ 交通安全教室の開催を希望する小・中学校・園については、講師として交通指導員を派遣し、交

通安全教室を開催することで、こどもたちの交通安全意識の高揚を図ります。 

⚫ 青少年育成センターを拠点として、地域の青少年育成団体や学校等が連携して青少年の健全育成

に努めます。 

④防災教育等の充実 

⚫ こどもたちや地域住民の防災意識向上のため、防災学習や研修会を開催します。 

⚫ 平成 30年７月豪雨災害による経験を活かし、高梁こども園を乳幼児及びその保護者が安心して避

難できる施設とします。 

⚫ 乳幼児用防災備蓄品を整備し、災害時には必要とされている方へ配布します。 
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【主な事業】 

事業名 事業概要 

青色防犯パトロールの実

施 

青少年育成センターと警察スクールサポーターとの連携により青色防犯パトロール活動

を定期的に実施します。 

青少年育成センター事業 
青少年の健全育成を目的として、学校、地域等と連絡を密にし、補導・見守り活動を実

施します。 

交通安全教室 各地域の小・中学校・園において、年１～２回程度交通安全教室を開催します。 

補導員研修会の実施 
補導員を対象とした補導員研修会、市内高等学校及びその保護者を対象とした広域特別

補導研修会、新見市と連携した研修会を実施します。 

情報モラル教育の実施 

学校においてスマートフォンやネットを利用する上でこどもたちが自分で情報を適正に

判断し、活用する力を身につけることを目的としたアプリを導入し、学校や家庭で活用

します。 

防災学習の実施 
小・中・高等学校及び各種団体に対して防災学習や防災講話等を実施します。 

（マイ・タイムライン作成講習、AR・VR 災害疑似体験、避難所体験など） 
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２ 評価指標・数値目標一覧 

 

目標１ 未来を担うこどもたちを切れ目なく支援 

指標 実績（直近） 
目標値 

令和 11年度 

「すべての子どもは同じように１人の人間であ

り人権を持っている」に「とてもそう思う」保

護者の割合 

82.7％（R５) 100％ 

虐待等についての啓発事業回数  

※民生委員会出席・学校訪問・広報活動 
49回（R５) 60回 

ヤングケアラーという言葉の認知度について

「聞いたことはない」中学２年生の割合 
36.1％（R５) 20.0％ 

乳幼児健診受診率 

４か月児:100％(R５) 100％ 

１歳６か月児:97.8％(R５) 100％ 

３歳６か月児:94.2％(R５) 100％ 

こどものかかりつけ医（医師・歯科医師など）

を持つ親の割合 

【医師】３.４か月:81.5％ 

(R５) 

３歳児：99.0％(R５) 

90.0％ 

100％ 

【歯科医師】３歳児:58.0％

（R５) 
70.0％ 

 

目標２ こども・若者の自立と社会参加のための環境づくり 

指標 実績（直近） 
目標値 

令和 11年度 

「将来の夢や目標を持っている」児童生徒の割合 75.8％（R５) 100％ 

「学校に行くのは楽しいと思う」児童生徒の割合 85.4％（R５) 100％ 

「いじめは、どんな理由があってもいけないこ

とだと思う」児童生徒の割合 
97.6％（R５) 100％ 

学童保育支援員資格保有率 71.0％（R５) 75.0％ 

出生数 80人（R５) 現状維持 

幸福度について「今、幸せか」に「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」若者の割合 
86.6％（R５) 90.0％ 

婚姻件数 68組（R４) 現状維持 

市公式 LINE登録者数と子育て支援に係る投稿数 
登録者数：1,942人（R５) 

投稿数：    ４件（R５)  

登録者数：

3,450人 

投稿数：52件  
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目標３ 安心して子育てができる地域社会づくり 

指標 実績（直近） 
目標値 

令和 11年度 

子育てが楽しいと感じている（「いつも楽し

い」、「楽しいと感じるときのほうが多い」）人

の割合 

61.3％（R５) 80.0% 

子育て支援センター利用率 

※０～２歳児の登録者割合 
31.0％（R５) 50.0％ 

ファミリー・サポート・センターの提供会員・

両方会員（依頼・提供会員を兼ねる方）数 
32人（R５) 42人 

児童扶養手当受給資格者で養育費を受給してい

る割合 
27.6％（R５) 35.0％  

「結婚したら夫は外で働き、妻は家庭を守るべ

き」という考え方について「そう思わない」人

の割合 

84.2％（R５) 100 ％ 

男性の育児休業取得率 11.5％（R５) 50.0％ 

 

目標４ 地域の見守りで支えるこどもたちの未来 

指標 実績（直近） 
目標値 

令和 11年度 

各学校におけるこどもに関わる平均ボランティ

ア数（地域学校協働活動） 
9.3人（R５) 10人 

人々のつながりは、子育てする自分には温か

く、心地よいと思う割合 
82.8％（R５) 95.0％  

赤ちゃんの駅登録数 ４か所（R５) ８か所 

防災教室開催数 10回／20校（R５) 11回／11校 
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３ 教育・保育提供区域の設定 

「量の見込み」、「確保方策」を設定する単位として、「地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件」、「現在の教育・保育の利用状況」、「教育・保育を提供するための施設の整備の状況」な

どをニーズ調査結果や幼稚園・保育園・認定こども園などの施設の実態から総合的に勘案し、「保護

者やこどもが居宅より容易に移動することが可能な区域」（以下「教育・保育提供区域」）を定める

ことになっています。 

 具体的には、以下の視点で区域設定を考えていきます。 

⚫ 視点① 保護者やこどもが利用しやすい範囲であるか 

➢ 各事業の特性や地域の特性に応じて、保護者やこどもが利用しやすい範囲を

設定することが重要です。 

⚫ 視点② 事業量を適切に見込み、確保できる単位であるか 

➢ 人口推計やこども・子育て支援ニーズ調査などから適切に必要事業量を見込

むとともに、需要に基づき、既存施設の活用を踏まえ、供給体制を確保しや

すい範囲であることが重要です。 

 本市では「市全域」を教育・保育提供区域とします。 

 ただし、放課後児童健全育成事業（学童保育）については、基本は「小学校区」とします。 

 

【地域子ども・子育て支援事業別区域設定案】 

事業区分 区域設定案 考え方 

利用者支援事業 市全域 
相談支援、情報提供という事業特性を踏まえ、「市全域」

とする。 

地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 
市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、「市全域」とする。 

妊婦健康診査 市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

養育支援訪問事業 市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 
市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

一時預かり事業 

（幼稚園型） 
市全域 

通常利用する教育・保育施設などでの利用が想定されるた

め、教育・保育提供の基本型である「市全域」とする。 

一時預かり事業（一般型） 市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、「市全域」とする。 

延長保育事業 市全域 
通常利用する教育・保育施設などでの利用が想定されるた

め、教育・保育提供の基本型である「市全域」とする。 

病児・病後児保育事業 市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、「市全域」とする。 

放課後児童健全育成事業 

（学童保育） 
小学校区 

放課後に実施するという事業特性や施設の設置状況を踏ま

え、事業の基本となっている｢小学校区｣とする。 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 
市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

子育て世帯訪問支援事業 市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする 

乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 
市全域 

通常利用する教育・保育施設などでの利用が想定されるた

め、教育・保育提供の基本型である「市全域」とする。 

妊婦等包括相談支援事業 市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 

産後ケア事業 市全域 事業特性を踏まえ、「市全域」とする。 
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４ 教育・保育提供体制の確保 

（１）教育・保育施設の充実（需要量及び確保の方策） 

こども・子育て支援ニーズ調査及び実績などを基に、高梁市に居住するこどもの「幼稚園」「保

育園」「認定こども園」「認可外保育施設」などの「現在の利用状況」＋「利用希望」を踏まえて、

計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を設定します。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設及び地域型保育事業による確

保の内容及び実施時期(確保方策)」を設定します。 

①年齢の設定 

年齢の設定は、以下のように設定します。 

認定区分 対象者 対象施設 

１号 学校教育のみ利用 ３～５歳 幼稚園、認定こども園 

２号 保育の必要性あり ３～５歳 保育園、認定こども園 

３号 保育の必要性あり ０～２歳 保育園、認定こども園、地域型保育 

②教育・保育事業の実績値及び量の見込み（総括表） 

子ども・子育て支援法に基づく令和２年度から令和６年度までの実績及び今後５年間の量の見込

みの計画です。 

【第３期計画】 

 認

定

区

分 

実績 
実績

見込み 
量の見込み 

令和２ 

(2020) 

年度 

令和３ 

(2021) 

年度 

令和４ 

(2022) 

年度 

令和５ 

(2023) 

年度 

令和６ 

(2024) 

年度 

令和７ 

(2025) 

年度 

令和８ 

(2026) 

年度 

令和９ 

(2027) 

年度 

令 和 1 0 

(2028) 

年度 

令 和 1 1 

(2029) 

年度 

①幼稚園及び認定こども園  

（３歳以上教育希望） 
１号 145 129 128 93 74 62 51 42 36 33 

②保育園及び認定こども園 

（３歳以上保育希望） 
２号 349 333 331 281 275 270 265 222 190 173 

③保育園及び認定こども園 

＋地域型保育 

（０～２歳児） 

３号 214 221 214 230 207 209 187 199 193 185 

 保育園及び認定こども園 

（１～２歳児） 
３号 161 158 153 181 167 151 129 141 135 127 

 地域型保育 

（１～２歳児） 
３号 8 8 7 2 3 5 5 5 5 5 

保育園及び認定こども園 

（０歳児） 
３号 44 53 53 45 34 50 50 50 50 50 

地域型保育 

（０歳児） 
３号 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 

④ 施 設 利 用 者 合 計 

（①＋②＋③） 
708 683 673 604 556 541 503 463 419 391 
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③教育・保育の量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期 

「教育・保育施設による量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期（確保方策）」を次の

とおり設定します。この事業計画に基づき、計画期間において必要な教育・保育施設の体制を整え

ます。 

 

(単位：人) 

 

令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 
幼稚園及び認定こども園 62    51    

保育園及び認定こども園  270 50 151  265 50 129 

②確保方策 

特定教育・保育施設 100 372 50 208 100 372 50 208 

地域型保育施設   5 10   5 10 

計 100 372 55 218 100 372 55 218 

過不足（②－①） 38 102 5 67 49 107 5 89 

 

 

 

令和９（2027）年度 令和 10（2028）年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 
幼稚園及び認定こども園 42    36    

保育園及び認定こども園  222 50 141  190 50 135 

②確保方策 

特定教育・保育施設 100 347 50 198 100 347 50 198 

地域型保育施設   5 10   5 10 

計 100 347 55 208 100 347 55 208 

過不足（②－①） 58 125 5 67 64 157 5 73 

 

 

 

令和 11（2029）年度 

１号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 
幼稚園及び認定こども園 33    

保育園及び認定こども園  173 50 127 

②確保方策 

特定教育・保育施設 100 347 50 198 

地域型保育施設   5 10 

計 100 347 55 208 

過不足（②－①） 67 174 5 81 
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（２）教育・保育施設の一体的提供の推進 

認定こども園は、幼稚園及び保育園の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化によらず

柔軟にこどもを受け入れられる施設であり、学校教育と児童福祉の両面から、こども一人一人のき

め細かな発達を支援します。 

令和６年４月に市内４園目となる「おちあいこども園」が開園しました。また、幼保一体化推進

スケジュールに基づき令和７年度には「高梁こども園」が開園する予定です。 

今後、施設の状態（老朽化・耐震性）や地域性に配慮しながら、こどもたちが円滑に就園できる

よう、就学前教育・保育施設の適正配置を進めます。 

 

 

（３）教育・保育の質の向上 

教育・保育の一体的提供の推進とともに全てのこどもに等しく質の高い就学前教育・保育を提供

するため、高梁市就学前教育保育課程を公立・私立を問わず全ての園で実施します。 

また、一体的な就学前教育推進体制を進めることを目的に引続き就学前教育アドバイザーを配置

し、教育・保育の指導・支援の充実を図ります。 

小学校教育との接続では、こども一人一人の最善の利益が保障されることを目指し、在園する園

と就学する学校との連携を図るとともに、支援が必要なこどもについても、スクラム会議による移

行会議などを引続き実施し、どの園に通園しても、通園している園と就学する学校との円滑な接続

を図ります。 

 

（４）産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

小学校就学前児童の保護者が、産前・産後休業、育児休業明けに希望に応じて円滑に幼稚園、保

育園、認定こども園、地域型保育事業等を利用できるよう、産前・産後休業、育児休業期間中の保

護者に対する情報提供や相談支援などを行うとともに、こども・子育て支援ニーズ調査結果を踏ま

えて設定した教育・保育の量の見込みに基づき、計画的に保育園、認定こども園、地域型保育事業

等において受入れ体制を整えます。 

 

（５）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施に当たっては、保護者の経済的負担の軽減や利便性

等を勘案し、公正かつ適正な給付方法で実施します。 
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５ 地域子ども・子育て支援事業の充実 

（１）地域子ども・子育て支援事業の実績及び量の見込み（総括表） 

 子ども・子育て支援法に基づく令和２年度から令和６年度までの実績及び今後５年間の量の見込みの計

画です。 

【第３期計画】 

事業名 

単

位 
※ ３ 

実績 
実績 

見込み 
量の見込み 

令和２ 

(2020) 

年度 

令和３ 

(2021) 

年度 

令和４ 

(2022) 

年度 

令和５ 

(2023) 

年度 

令和６ 

(2024) 

年度 

令和７ 

(2025) 

年度 

令和８ 

(2026) 

年度 

令和９ 

(2027) 

年度 

令和 10 

(2028) 

年度 

令和 11 

(2029) 

年度 

１ 利用者支援事業 か所 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 

２ 
地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 
人日 2,795 2,510 3,393 2,803 2,800 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

３ 妊 婦 健 康 診 査 人回 1,486 1,202 1,180 1,162 1,120 1,190 1,134 1,078 1,056 1,008 

４ 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
人 127 119 102 82 80 75 71 67 65 62 

５ 養育支援訪問事業 人 37 41 23 16 20 30 30 30 30 30 

６ 

子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター事業） 

（ 未 就 学 児 ・ 就 学 時 ） 

人日 197 138 47 30 70 100 100 100 100 100 

７ 

一 時 預 か り 事 業 

（幼稚園型Ⅰ１号）（３～５歳児） 
人日 125 714 457 188 16 18 15 15 15 15 

一時預かり事業  

（幼稚園型Ⅰ２号）（３～５歳児） 
人日 4,540 3,217 3,385 2,130 1,794 1,021 1,011 1,000 995 990 

８ 
一 時 預 か り 事 業 

（一般型）（０～５歳児） 
人日 211 117 137 120 130 140 140 140 140 140 

９ 
園 長 保 育 事 業 

（０～５歳児） 
人日 511 321 412 579 500 500 500 400 400 400 

10 
病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 ※ １ 

（１歳児～小学６年生） 
人日 2 0 1 0 2 10 10 10 10 10 

11 

放課後児童健全育成事業 

（ 低 学 年 ） ※ ２ 
人 249 238 202 195 205 190 180 170 160 150 

（ 高 学 年 ） ※ ２ 人 74 66 82 80 91 100 90 90 80 80 

12 
子 育 て 短 期 支 援 事 業 

（ショートステイ） 
人日 - - - - - 42 42 42 42 42 

13 子育て世帯訪問支援事業 人回 - - - - - 0 10 20 20 20 

14 
乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 

※３ 

人分 
- - - - - 7 7 7 7 7 

15 妊婦等包括相談支援事業 人回 - - - - - 255 216 231 225 216 

16 産後ケア事業  人回 - - - - - 20 20 20 20 20 

※１ 病後児保育のみ 

※２ 通年のみ、長期休業中は含まず（５月１日基準） 

※３ 「人分」：利用時間の合計÷定員一人当たり受入可能時間 176 時間（８時間×22 日） 

※４ 単位が「人日」「人回」は延べ人数を表す 
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（２）地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

こども・子育て支援ニーズ調査及び実績などを基に、高梁市に居住するこどもの「地域子ども・

子育て支援事業」の「現在の利用状況」＋「利用希望」を踏まえて、計画期間における「地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込み」を設定します。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保

の内容及び実施時期(確保方策)」を設定します。 

なお、対象年齢は４月１日現在の年齢です。 

①利用者支援事業 

事業概要 

 こども及びその保護者などが教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業などを円滑に利用で

きるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関

係機関との連絡調整などを行います。 

提供体制の確保方策の考え方 

市全域を対象として、こども家庭センターを１箇所設置しています。また、子育て家庭や妊産婦

等が、子育て支援センター等の身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を受けられるよ

う相談機関を整備します。 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

基本型 単位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

基本型 
量の見込み か所 1 1 1 1 1 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 

地域子育て 

相談機関 

量の見込み か所 1 1 1 1 1 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 

特定型 
量の見込み か所 1 1 1 1 1 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 

こども家庭セ

ンター型 

量の見込み か所 1 1 1 1 1 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 

  



第Ⅲ部 計画の展開   ５ 地域子ども・子育て支援事業の充実 

 

82 

 

 

②地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

事業概要 

 地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談などを行います。 

対象年齢 

０～５歳児 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業については、少子化や就労形態の多様化に対応し、いつでも気軽に相談ができる体制づく

りや自主的な子育てサークルの育成と活動の支援のほか、幼児期におけるこどもの心身の健やかな

発達を促進するため、関係課との連携による親子のふれあいの場の創出に努めます。 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 
単位 

令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

確保方策 人日 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

 

③妊婦健康診査 

事業概要 

 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、「健康状態の把握」「検 

査計測」「保健指導」を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施 

します。 

提供体制の確保方策の考え方 

 妊婦健康診査については、今後も母子保健の観点からもっとも重要な事業であり、ニーズに対す

る継続した取組に努めます。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 
 人 85 81 77 75 72 

健診回数 人回 1,190 1,134 1,078 1,056 1,008 

確保方策 

健診回数 人回 1,260 1,260 1,120 1,120 1,120 

実施場所 医療機関及び助産所 

検査項目 
問診、診察、保健指導、尿化学検査、超音波検査、血液検査、子宮頸がん検

診、クラミジア検査、GBS 検査 

実施時期 

（健診回数） 
妊娠期（妊婦１人につき、出産までに 14回） 
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④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

事業概要 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を担当保健師が訪問し、子育ての様々な相談に応じ、 

子育て支援に関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言

を行います。 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業は、乳児家庭にとって重要な事業であることから、今後とも子育てに関する情報提供や養

育環境などの把握に継続的に取り組みます。また、「育児の孤立化」や「虐待」を防ぐために必要

に応じた継続支援を行います。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人 75 71 67 65 62 

 人 80 80 80 80 80 

確保方策 実施機関 高梁市 

実施体制 保健師・助産師  

 

 

⑤養育支援訪問事業 

事業概要 

 養育支援が必要な家庭に対して、担当保健師が訪問し、養育に関する指導・助言などを行い、必

要な機関への取次ぎや支援を行います。 

対象 

 乳児家庭全戸訪問で、養育支援の必要が認められる家庭 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業は、養育支援の必要な保護者にとっては重要な事業であり、今後とも、保護者の育児、家

事などの養育能力を向上させるための支援を継続的に取り組むとともに、「高梁市子どもを守る地

域ネットワーク」の機能強化を図るための取組に対する支援を行う「その他要支援児童、要保護児

童などの支援に資する事業」の充実もあわせて行います。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 
量の見込み 人 30 30 30 30 30 

確保方策 人 30 30 30 30 30 
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⑥子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業概要 

 子育ての援助を依頼したい方と援助を提供したい方を会員として、相互援助活動に関する連絡、 

調整を行います。 

対象年齢 

 ６か月～小学６年生 

提供体制の確保方策の考え方 

子育てアンケートでは、依頼会員の利用ニーズは一定数あるものの、地域に提供会員がいないと

いったケースがあることから、今後本事業について、継続的なＰＲを行うなど、会員の掘り起こし

に努めます。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

【就学前児童】 

 
単位 

令和７ 
(2025)年度 

令和８ 
(2026)年度 

令和９ 
(2027)年度 

令和 10 
(2028)年度 

令和 11 
(2029)年度 

量の見込み 人日 30 30 30 30 30 

確保方策 人日 45 45 45 45 45 

【小学生】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 70 70 70 70 70 

確保方策 人日 105 105 105 105 105 

 

 

⑦一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ１号・２号） 

事業概要 

 通常の利用時間以外に幼稚園や認定こども園で在園児の預かり保育を行います。 

対象年齢 

 ３～５歳児 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業については、在園児を対象とした預かり保育を実施しています。年々、幼稚園ニーズは減

少しているものの、家庭において保育を受けることが一時的に困難なケースも出てくることから、

需要に対応できるよう引き続き事業実施に努めます。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 1,039 1,026 1,015 1,010 1,005 

確保方策 人日 1,039 1,026 1,015 1,010 1,005 
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⑧一時預かり事業（一般型） 

事業概要 

 主として保育園等に在籍していない乳幼児について、日常の生活で突発的な事情等により家庭で

の保育が困難になった場合、一時的に預かります。 

対象年齢 

 ０～５歳児 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業については、保護者が日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、家庭での保育が困

難となった場合、昼間、お子さんを保育施設等で一時的に預かります。令和元年度から民間事業者

により事業を実施しており、今後も継続します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 140 140 140 140 140 

確保方策 人日 140 140 140 140 140 

※現在、一時保育事業「いろいろ」で事業実施している。 

 

 

⑨延長保育事業 

事業概要 

 保育認定を受けたこどもの通常の利用日及び利用時間以外に保育園や認定こども園で保育を 

行います。 

対象年齢 

 ０～５歳児 

提供体制の確保方策の考え方 

 本事業は、保護者の就業形態の多様化に伴い、保育ニーズも多様化されていることから、市内の

全保育園・こども園で実施しており、今後も継続して事業を実施します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 500 500 400 400 400 

確保方策 人日 500 500 400 400 400 
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⑩病児・病後児保育事業 

事業概要 

 病気が回復期にあり通常の集団保育を受けることが困難な児童を、一時的に専用スペース等で専

門スタッフ（看護師や保育士）が保育を行う病後児保育を実施します。 

対象年齢 

 １歳児～小学６年生 

提供体制の確保方策の考え方 

病気による突発的・単発的な保育ニーズである本事業は、必要な保護者もいる一方、病気のこど

もを保護者が看ることのできる子育て環境も必要です。 

「たかはしし病後児保育室」を開所していますが、利用は低調な状況です。周知広報を図りつ

つ、働く保護者のセーフティーネットとして実施します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 10 10 10 10 10 

確保方策 人日 10 10 10 10 10 

 

 

⑪放課後児童健全育成事業（学童保育） 

事業概要 

 保護者の就労や疾病などの理由で、放課後に家庭で保育することができない小学生の保育を行い

ます。 

対象年齢 

 小学１年～６年生 

提供体制の確保方策の考え方 

 放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、放課後や週末等におけるこどもの安全かつ安心な

居場所づくりを引き続き推進します。 

公設公営の高梁市学童保育については、支援員の人材確保や保育の質の向上を図り、安定的な学

童保育の運営を目的として、令和７年１月から学童保育の運営業務の一部を民間事業者へ委託して

います。民間委託の導入によって、運営の安定化と充実したサービスの提供が期待できます。 

また、各学童保育への巡回支援を行うための巡回アドバイザーを配置し、各学童保育が抱えてい

る課題への対応やこどもの主体的な活動を促すための助言・指導等を行います。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人 290 270 260 240 230 

 低学年 人 190 180 170 160 150 

高学年 人 100 90 90 80 80 

確保方策 人 470 430 370 370 370 

 低学年 人 313 287 247 247 247 

高学年 人 157 143 123 123 123 
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⑫子育て短期支援事業（ショートステイ） 

事業概要 

 保護者の疾病等によりこどもの養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等で一定期

間、児童の養育や保護を行う事業です。 

対象者 

こどもの保護者の事情（疾病、出産、育児疲れ、看護、冠婚葬祭、出張や公的行事への参加な

ど）により、家庭での養育が一時的に困難となった 18歳未満の児童 

提供体制の確保方策の考え方 

 県内の児童養護施設に委託し、ショートステイを実施します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人日 42 42 42 42 42 

確保方策 人日 42 42 42 42 42 

 

 

⑬子育て世帯訪問支援事業 

事業概要 

 家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を

訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事支援により養育環境を整える事業で

す。 

対象者 

 家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭で、市が事業利用者について必要と認める世

帯 

提供体制の確保方策の考え方 

 ヘルパー及び子育て経験者による乳幼児の保育、家事支援を行い、全ての要支援者への支援体制

を確保します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人回 0 10 20 20 20 

確保方策 人回 0 10 20 20 20 
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⑭乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

事業概要 

未就園児を定期的に預かることで、家族以外の人との関わりの機会を通じ、こどもたちの成長を

促すだけでなく、保護者に対する継続的な支援を行う事業です。 

対象者 

０歳６か月～満３歳未満の未就園児 

提供体制の確保方策の考え方 

保育園・認定こども園で実施し、保育利用児童と一緒に保育を行います。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

０歳児 
量の見込み 人分 4 4 4 4 4 

確保方策 人分 4 4 4 4 4 

１歳児 
量の見込み 人分 2 2 2 2 2 

確保方策 人分 2 2 2 2 2 

２歳児 
量の見込み 人分 1 1 1 1 1 

確保方策 人分 1 1 1 1 1 

※人分：利用時間の合計÷定員一人当たり受入可能時間 176時間（８時間×22日） 

 

 

⑮妊婦等包括相談支援事業 

事業概要 

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を

行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行います。 

あわせて、妊娠届出後に給付金を給付し、妊娠しているこどもの人数の届出を受けた後にも妊娠

しているこどもの人数に応じて給付金を給付することで、経済的支援も行います。 

対象者 

妊産婦 

提供体制の確保方策の考え方 

 妊産婦に寄り添い出産への不安解消や情報提供、経済的支援を行うため、妊娠届出後と妊娠８か

月後、出産後に確実に面談し、継続的な伴走型相談支援と給付金の給付を行います。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単

位 
令和７ 

(2025)年度 
令和８ 

(2026)年度 
令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 

妊娠届出数 人 85 81 77 75 72 

１組当たり面談回数 回 3 3 3 3 3 

面談実施合計回数 回 255 243 231 225 216 

確保方策 

面談実施合計回数 回 270 270 240 240 240 

実施機関 高梁市 

実施体制 保健師・助産師  
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⑯産後ケア事業 

事業概要 

退院直後の母子に対して心身ケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援

体制の確保を行います。 

医療機関や助産所等で、出産後の母子に対し宿泊型や日帰り型のケア、母乳育児相談を行い、産

婦の母体管理や生活面の指導、授乳の方法や乳房のケア等母乳育児指導、乳児の保清等の育児技術

の指導、乳児の発育や子育ての指導等を行い、出産後の育児不安等を軽減し、母子の健康保持等の

支援を行います。 

対象者 

家族等から家事及び育児に十分な援助が受けられない者や、育児に対する不安が強く保健指導を

必要とする産婦、産後に心身の不調があり産後の経過に応じた休養や栄養の管理等日常の生活面に

おいて保健指導を必要とする者等の産後ケアを必要とする妊産婦。 

提供体制の確保方策の考え方 

 産後ケアが利用できる医療機関や助産所等を確保するとともに、その数を増やすことで利用の選

択肢を広げ、産婦が利用しやすい体制を確保します。 

 

需要量と確保の方策【第３期計画】 

 単位 
令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

令和９ 

(2027)年度 
令和 10 

(2028)年度 
令和 11 

(2029)年度 

量の見込み 人回 20 20 20 20 20 

確保方策 人回 20 20 20 20 20 
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